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債務整理の弁護士費用の目安  
 
① 秋田弁護士会サラ金・クレジット相談センター登録会員数   ５８名 
② 本アンケート有効回答者数      ４６名（回答率７９．３１％） 
③ アンケート実施時期                                平成２５年９月 
④ 本アンケート結果 

 
１ 法テラスの代理援助に登録しているか 

 
※法テラス（日本司法支援センター）の代理援助制度に登録している弁護士の場合には、

法テラスの代理援助制度を利用することができ、弁護士費用・裁判費用等を法テラス

から立て替えてもらうことができます（但し、所得制限などの要件があります。）。 
 
２ 任意整理について 

 ２-１ 任意整理の着手金（債権者１社あたり） 

  
 

98% 

2% 

登録している 

登録していない 

3% 

28% 

61% 

5% 

3% 

０円 

２万円～２万５０００円 

３万円～３万１５００円 

４万円 

５万２５００円 
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※「着手金」とは、委任を受け事務処理をすることの対価で、結果のいかんを問わず最

初にかかる費用です。 
※「着手金」について、サラ金・クレジット相談センター登録弁護士は、法テラスの代

理援助を利用できない依頼者の場合でも、依頼者の実情に応じ、分割納付に応じるこ

とになっております。 
 
２-２ 成功報酬 

  
 
２-２-１ 減額分について成功報酬を取得しているか 

  
※債権者との交渉の結果債権額を減額できた場合に、減額分についての成功報酬を取得

しているかどうかを尋ねたものです。 
 
 
 

89% 

11% 

取得する 

取得しない 

88% 

7% 
5% 

取得しない 

減額分の１０％（過払金を回
収した場合） 

減額分の１０．５％（過払金
を回収した場合） 
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２-２-２ 過払金回収額からの成功報酬 

  
 ※その他…減額分と過払金回収分を併せて１０％～１５％の範囲内で決定する 
 
３ 自己破産について 

 ３-１ 自己破産（非事業者かつ同時廃止の場合）の着手金 

  
※事業者でない個人の自己破産手続で、破産管財人が選任されないで終わる比較的簡易

な手続きの場合の着手金です。 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

8% 

25% 55% 

2% 
過払金回収額の０％～１０％
未満（「別途消費税」の回答
を含む） 

過払金回収額の１０％以上～
１５％未満（同上） 

過払金回収額の１５％以上～
２０％未満（同上） 

過払金回収額の２０％以上～
２５％未満（同上） 

その他 

3% 3% 

44% 

15% 

13% 

23% 

１０万円～１５万円 

１０万５０００円～２１万円 

２０万円～２１万円 

２５万円～２６万５０００円 

２０万円～３０万円 
（「別途消費税」の回答を含
む） 
３０万円～３１万５０００円 
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３-１-※簡易管財に移行した場合の追加費用 

  
  
３-２-※成功報酬 

  
※免責決定が得られた場合に成功報酬を取得しているかどうかを尋ねたものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96% 

4% 

貰わない 

貰う 

96% 

4% 

貰わない

貰う
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 ３-３ 自己破産（非事業者かつ簡易管財）の着手金 

  
※事業者でない個人の自己破産手続で、破産管財人の選任が必要になるが、その場合で

も簡易な手続きの場合の着手金です。 
 
 ３-３-※成功報酬 

  
※免責決定が得られた場合に成功報酬を取得しているかどうかを尋ねたものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
2% 

32% 

18% 

12% 

32% 

１０万円～１５万円 

１０万５０００円～２１万円 

２０万円～２１万円 

２５万円～２６万５０００円 

２０万円～３０万円 
(「別途消費税」の回答を含
む) 
３０万円～３１万５０００円 

98% 

2% 

取得しない 

取得する 
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３-３※破産手続きに付随する過払金回収の費用 

  
※自己破産手続に付随し過払い金を回収した場合には、別途報酬を取得する場合があり

ます。 
 
 

 ４ 個人再生について 
 ４-１ 個人再生（非事業者かつ住宅資金特別条項不利用）の着手金 

  
※個人再生手続で、個人事業者でない人からの依頼で、住宅ローン特別条項を使わない

場合の着手金です。 
 
 
 
 
 

13% 

5% 

22% 
60% 

過払金回収額の０％～１０％
未満（「別途消費税」の回答
を含む） 

過払金回収額の１０％以上～
１５％未満（同上） 

過払金回収額の１５％以上～
２０％未満（同上） 

過払金回収額の２０％以上～
２５％未満（同上） 

3% 

13% 

12% 

69% 

3% 

２０万１０００円 

２１万円以下 

２１万円超～３０万円以下 

３０万円～３１万５０００円以
下 

３１万５０００円超 
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４-２ 成功報酬 

  
※再生計画が認可された場合に成功報酬を取得するかどうかを尋ねたものです。 
 
４-３ 個人再生（非事業者かつ住宅資金特別条項利用）の着手金 

  
※個人再生手続で、個人事業者でない人からの依頼で、住宅ローン特別条項を使う場合

の着手金です。 
 
 
 
 
 
 

 
 

95% 

5% 

貰わない 

貰う 

10% 

6% 

6% 

72% 

6% 

２１万円以下 

２０万円～３０万円 
（「別途消費税」の回答を含
む） 

２６万５０００円 

３０万円～３１万５０００円 

３１万５０００円超 
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４-４ 成功報酬 

  
 

93% 

7% 

取得しない 

取得する 


